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はじめに 

 「食育」とは、平成 17（2005）年に制定された食育基本法の中で、生きる上

での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきもので、様々な経験を

通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践

できる人間を育てるものとしています。 

 また、「地産地消」とは、平成 22（2010）年に制定された地域資源を活用した

農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する

法律（以下「六次産業化・地産地消法」という）の中で、「地域の農林水産物の

利用」として、地域で生産された農林水産物を、その生産された地域内において

消費することとしています。 

 本市では、令和元（2019）年 12 月に、「那須塩原市食育・地産地消推進計画」

を策定しました。それまでも全国有数の農業生産地である強みを生かした食育・

地産地消の推進に努めてきましたが、食に関する諸課題に対応するため、新たに

策定した計画です。計画の期間は令和 2（2020）年度から令和 6（2024）年度の

5 年間です。毎年度、進捗状況の把握・評価を実施し、必要に応じて計画の見直

しを行いながら、事業を実施していきます。 

 本書は計画の初年度である令和 2（2020）年度に行った事業の評価を、年次報

告書としてまとめたものです。この報告書をもとに各事業の更なる向上を図り、

食育・地産地消を推進していきます。 
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「那須塩原市食育・地産地消推進計画」の概要 

1 計画の位置付け 

本計画は、食育基本法第 18 条第 1 項に基づく市町村食育推進計画と、六次産業化・地産

地消法第 41 条第 1 項に基づく市町村促進計画として位置付けるものとし、策定にあたって

は、国及び栃木県の上位計画を参酌し、第 2 次那須塩原市総合計画をはじめとする本市の関

連計画と整合を図りました。 

 

【国】
○第3次食育推進基本計画
○農林漁業者等による農林
漁業及び関連事業の総合
化並びに地域の農林水産
物の利用の促進に関する
基本方針

【栃木県】
○第3期栃木県食育推進計
画「とちぎ食育元気プラ
ン2020」

○とちぎ地産地消推進方針
（第4期）

【市】

第2次那須塩原市総合計画

那須塩原市食育・地産地消推進計画

○元気アップアグリプラン
○ミルクタウン戦略
○第3期健康いきいき21プラン
○第2期子ども・子育て未来プラン
○教育振興基本計画
○第2期環境基本計画

整合

整合

参酌

【部門別計画】

 

 

2 計画の期間 

令和 2（2020）年度から令和 6（2024）年度までの 5 か年の計画です。 

ただし、社会情勢の変化等に合わせて、必要に応じて見直しを行います。 
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3 計画の基本方針 

基本理念の実現に向けて、4 つの基本目標に沿って施策の方向性を定め、食育・地産地消

の取組を展開します。 

 

基本理念 基本目標

市
民
が
食
を
通
し
て
健
康
と
豊
か
な
人
間
性
を
育
む
と
と
も
に
、

持
続
可
能
な
農
業
を
展
開
し
、
美
し
い
自
然
と
豊
か
な
大
地
を

次
代
に
引
き
継
ぎ
、
将
来
に
わ
た
っ
て
活
力
あ
る
社
会
の
実
現
を

目
指
し
ま
す

【基本目標1】

自然や食に感謝する

心を醸成します

【基本目標2】

食を通した健康づく

りを推進します

【基本目標3】

自慢の農産物を生か

した地産地消を推進

します

【基本目標4】

安全・安心な食の確

保と食に関する環境

づくりを推進します

施策の方向性

1 家庭、保育園、学校等における

食を通じた子どもの健全育成

2 食に関する体験活動の促進

3 優れた食文化の継承

4 自然環境への負荷の低減

1 栄養バランスのとれた食生活の

推進

2 生活習慣病の発症予防の推進

1 市産農産物の生産振興と消費の

拡大

2 市産農産物のブランド力の向上

3 牛乳等の生産振興と普及拡大

1 安全・安心な農産物の提供と食

品の安全性に関する理解の促進

2 市民等と一体となった食育・地

産地消推進活動の展開
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「食育・地産地消関連事業」の令和 2年度実績評価について 

1 評価方法 

評価にあたっては、各事業の担当課が自己評価を行った結果を基に、「食育・地産地消推

進庁内検討会議」で、基本施策ごとの達成度についての委員評価を行いました。その後、「那

須塩原市食育推進会議」に諮り、総合評価を決定しました。 

 

【評価基準（達成度）】 

Ａ：達成できた Ｂ：概ね達成できた Ｃ：達成できなかった Ｄ：実施していない 

 

 

2 評価結果 

目標 1 自然や食に感謝する心を醸成します 

総合評価 

基本 

施策 

自己評価 委員評価 
評価 

総合 

評価 A B C D A B C D 

（1） 11 41 0 36 7 10 1 0 B 

B 
（2） 10 1 0 0 7 2 1 1 A 

（3） 2 2 0 4 0 7 3 1 B 

（4） 2 1 0 0 6 5 0 0 B 
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基本施策ごとの評価 

基本施策（1） 

家庭、保育園、学校等における食を通じた子どもの健全育成 

評価 

B 

 

 目指す方向  

〇家庭、保育園、学校等において、家族や友達と共に食事をとりながらコミュニケーション

を図る「共食」を推進し、子どもたちが、食べる楽しみを実感しながら、食に関する興味・

関心の向上や食事マナーを習得できるよう取組を進めます。 

〇子どもたちが、食に関する正しい知識や食に感謝する心を身に付けられるよう、保育園、

学校等において、栄養バランスのとれた給食を生きた教材として活用しながら、教育活動

全体を通して食育の推進を図ります。 

 

＜定性評価＞ 

・コロナ下で実施できなかった事業もあったが、感染症対策や事業規模を縮小するなど工夫

しながら実施した。 

・「年中行事に合わせた給食の提供」は 8 か所の公立保育園で実施。子どもに対しては、行

事食の由来を説明し、食事への関心を持たせた。保護者に対しては、写真の掲示のみであ

ったため、行事食の在り方を学び伝えていくことが課題である。 

・コロナ下ということで地域住民や生産者との交流事業の実施は難しかったが、「調理場の

見学」に関しては予定していた事業を動画にて配信するなどの工夫が見られた。 

・公民館では、コロナ下により家庭で調理する機会が増えた状況を受け、季節に沿った野菜

を活用したレシピを PTA へ配布するなど、家庭での食育の推進に関わる事業を積極的に

実施した。 
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＜定量評価＞ 

項目 
基準 

（計画策定時） 
現状 データ元 

目標 

（令和 6 年度） 

毎日朝食を食べる児

童生徒の割合（小学

5 年生・中学 2 年生） 

平成 27 年度 令和 2 年度 
生活習慣 

アンケート 

調査等結果 

報告 

小学生： 

100％ 

中学生： 

100％ 

小学生： 

86.3％ 

中学校： 

76.5％ 

該当データな

し 

肥満傾向（カウプ指

数 18 以上）にある幼

児の割合（3 歳児） 

平成 27 年度 令和 2 年度 3 歳児健診 

結果 
4.0％以下 

4.2％ 5.0％ 
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基本施策（2） 

食に関する体験活動の促進 

評価 

A 

 

 目指す方向  

〇食の大切さに関する理解を深めるため、食料の生産から消費に至るまでの農業体験など

様々な体験活動を促進します。 

 

＜定性評価＞ 

・保育園では 9 か所の公立保育園で自園の畑で野菜づくりや実食を行い、食材への興味・関

心を広げることができた。 

・市民農園は農園区画の 90％を活用し、農地の有効利用や都市農村交流を図ることができ

た。 

・市民農園の開設数を上げていくといった課題は残る状況である。 

 

＜定量評価＞ 

項目 
基準 

（計画策定時） 
現状 データ元 

目標 

（令和 6 年度） 

市民農園（ふれあい

農園）の開設数 

平成 30 年度 令和 2 年度 那須塩原市農

業公社経営状

況報告書 

16 か所 
14 か所 14 か所 

学校農園開設支援事

業を活用する小、中、

義務教育学校数 

平成 30 年度 令和 2 年度 
学校農園開設

支援事業実績 
全校 

20 校 20 校 
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基本施策（3） 

優れた食文化の継承 

評価 

B 

 

 目指す方向  

〇日本古来の食文化や地域の気候風土と結び付いた郷土料理の良さを再認識してもらい、家

庭において日々の食生活に取り入れ、親から子、子から孫へ引き継がれるよう取組を進め

ます。 

 

＜定性評価＞ 

・市内の全小中義務教育学校において「郷土料理」の提供を行い、食と文化の結びつきを図

った。 

・農村生活研究グループにおいては、コロナの影響により全事業が実施できなかったため、

コロナ下においても実施できる方法の検討が必要である。 

 

＜定量評価＞ 

項目 
基準 

（計画策定時） 
現状 データ元 

目標 

（令和 6 年度） 

農村生活研究グルー

プ協議会の年間活動

数 

平成 30 年度 令和 2 年度 那須塩原市農

業公社経営状

況報告書 

20 事業 

17 事業 0 事業 
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基本施策（4） 

自然環境への負荷の低減 

評価 

B 

 

 目指す方向  

〇農畜産物の生産の礎になる農地や里地里山の保全活動を支援するとともに、自然環境への

負荷の低減を図るため循環型社会の構築を目指します。 

〇市民一人一人が、残さず食べる習慣を身に付けること、作り過ぎや必要以上に購入しない

など、食べ物を無駄にしない意識を高め、「もったいない」気持ちを育む取組を推進しま

す。 

 

＜定性評価＞ 

・環境保全型農業の取組み及び資源循環型農業の推進については、前年度比増となり、コロ

ナ下においても、書面での説明等でしっかりと推進が図れている。 

・家庭での生ごみ処理機の導入は、例年並みの支援であった。 

・食品ロスの削減等の周知や環境保全意識を高めるような活動については、コロナの影響に

よるイベント中止に伴い、十分な周知に至らなかった。 

 

＜定量評価＞ 

項目 
基準 

（計画策定時） 
現状 データ元 

目標 

（令和 6 年度） 

環境保全型農業 

平成 30 年度 令和 2 年度 
環境保全型農

業直接支払い

交付金事務実

績 

1,250.0ha 

1,152.6ha 1,154.1ha 
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目標 2 食を通した健康づくりを推進します 

総合評価 

基本 

施策 

自己評価 委員評価 
評価 

総合 

評価 A B C D A B C D 

1 3 1 0 8 0 9 2 0 B 
B 

2 13 7 0 3 3 8 0 0 B 

 

基本施策ごとの評価 

基本施策（1） 

栄養バランスのとれた食生活の推進 

評価 

B 

 

 目指す方向  

〇市民が栄養バランスを示す指標に関心を持ち、理解を深め、ライフステージに応じて健康

的な食生活を実践できるよう取組を推進します。 

〇家族と一緒に食事をとりながら望ましい食習慣が身に付けられるよう、家庭における食育

の重要性を普及啓発し、食による健康の土台づくりを進めます。 

 

＜定性評価＞ 

・管理栄養士と保健師による離乳食、幼児食、おやつに関する栄養相談に関しては、集団相

談を個別相談に切り替えて実施するなど、コロナ下でできる対応を柔軟に取れたものもあ

ったが、集団検診時に予定していたものはほぼ中止となった。 

・公民館事業で調理室を使用するものに関しては実施できなかったため、健康講話に切り替

える等、検討が必要な点が課題となっている。 
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＜定量評価＞ 

項目 
基準 

（計画策定時） 
現状 データ元 

目標 

（令和 6 年度） 

主食・主菜・副菜を

組み合わせた食事が

1 日 2 回以上の日が

ほぼ毎日の人の割合 

平成 27 年度 令和 2 年度 
生活習慣アン

ケート調査等

結果報告書 

40％以上 

31.1％ 
該当データ 

なし 

毎日野菜をたっぷり

（1 日小鉢 5 皿、

350g 程度）食べる人

の割合 

平成 27 年度 令和 2 年度 
生活習慣アン

ケート調査等

結果報告書 

32％以上 

27.4％ 
該当データ 

なし 
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基本施策（2） 

生活習慣病の発症予防の推進 

評価 

B 

 

 目指す方向  

〇市民の健康寿命の延伸を実現するため、がん（悪性新生物）、心疾患、脳血管疾患など生

活習慣病の発症予防に重点を置いた対策を推進するとともに、重症化の予防に取組みます。 

〇食生活による生活習慣病の予防について、普及啓発や指導を行い、市民の意識の向上を図

ります。 

 

＜定性評価＞ 

・保育園を中心にお便りの配布を通して保護者への意識向上に努めた。 

・保育園での園児の体格評価に関しては、実施することはできたものの、家庭での改善に向

けた取組支援が課題となっている。 

 

＜定量評価＞ 

項目 
基準 

（計画策定時） 
現状 データ元 

目標 

（令和 6 年度） 

市民の健康寿命 

平成 28 年度 令和 2 年度 

栃木県策定値 
健康寿命の延

伸 

男性： 

79.26 歳 

女性： 

84.03 歳 

該当データ 

待ち 

減塩に積極的に取組

んでいる人の割合 

平成 27 年度 令和 2 年度 生活習慣アン

ケート調査等

結果報告書 

25％以上 

19.6％ 
該当データ 

なし 

 

  



12 

目標 3 自慢の農産物を生かした地産地消を推進します 

総合評価 

基本 

施策 

自己評価 委員評価 
評価 

総合 

評価 A B C D A B C D 

1 2 5 0 0 0 11 0 0 B 

B 2 0 2 0 0 1 10 0 0 B 

3 3 1 0 2 4 7 0 0 B 

 

基本施策ごとの評価 

基本施策（1） 

市産農産物の生産振興と消費の拡大 

評価 

B 

 

 目指す方向  

〇市産農産物の生産振興を図るため、担い手の確保や農業経営基盤の強化を支援し、本市の

基幹産業の一つである農業を維持・発展させ、次代につなげていきます。 

〇消費者が市産農産物を手軽に購入できるよう、取扱小売店の増加や農産物直売所の整備を

推進するとともに、学校給食における市産農産物の利用の拡大を図ります。 

 

＜定性評価＞ 

・初期投資が大きいことから新規就農へのハードルが高い畜産農家への制度利用を支援し

た。 

・学校給食への市産農産物の利用拡大については、コロナ下で学校臨時休業の影響があった

ものの、全体としては目標値に近づく結果となった。 
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＜定量評価＞ 

項目 
基準 

（計画策定時） 
現状 データ元 

目標 

（令和 6 年度） 

認定農業者数 

平成 30 年度 令和 2 年度 那須塩原市農

業公社経営状

況報告書 

700 人 

629 人 614 人 

年間の農業算出額 
平成 29 年度 令和元年度 市町村別農業

算出額 
388 億円 

367 億円 444 億円 

学校給食における市

産農産物の使用割合 

平成 30 年度 令和 2 年度 栃木県の学校

給食関係諸調

査 

25.0％ 

20.7％ 21.3％ 

農産物直売所の販売

額 

平成 30 年度 令和 2 年度 農産物直売所

設置状況調査 
13.6 億円 

11.6 億円 11.0 億円 
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基本施策（2） 

市産農産物のブランド力の向上 

評価 

B 

 

 目指す方向  

〇市産農産物の魅力を市内外に発信し、消費者の認知度を高めることでブランド力を強化し、

消費拡大につなげます。 

＜定性評価＞ 

・新規事業として ONSEN・ガストロノミーウォーキングを実施し、那須塩原ブランド認定

品を中心とした飲食物を提供。コロナ下で需要が落ちた事業者と連携し、市産農畜産物の

有効活用と PR を行うことができた。 

・那須塩原ブランド認定事業としては、新規に 1 認定品を獲得した。 

 

＜定量評価＞ 

項目 
基準 

（計画策定時） 
現状 データ元 

目標 

（令和 6 年度） 

那須塩原ブランドの

認定品数 

平成 30 年度 令和 2 年度 那須塩原ブラ

ンド認定実績 
30 品目 

23 品目 25 品目 

（再掲） 

農産物直売所の販売

額 

平成 30 年度 令和 2 年度 
農産物直売所

設置状況調査 
13.6 億円 

11.6 億円 11.0 億円 
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基本施策（3） 

牛乳等の生産振興と普及拡大 

評価 

B 

 

 目指す方向  

〇生乳生産本州一のまちと牛乳や乳製品を組み合わせた消費拡大や普及啓発を図りながら、

魅力ある酪農のまちづくりを推進します。 

 

＜定性評価＞ 

・コロナ下で大きなイベントが実施できず、これまでのように牛乳の試飲等の PR は難しか

った。 

・本市の畜産業の維持、発展のための自衛防疫の推進及び支援や、生産能力の高い優良雄牛

の導入拡大のための支援事業を着実に実施した。 

 

＜定量評価＞ 

項目 
基準 

（計画策定時） 
現状 データ元 

目標 

（令和 6 年度） 

年間の生乳生産量 
平成 30 年度 令和 2 年度 生乳生産量調

査 
160,000t 

157,152t 167,626t 

（再掲） 

年間の農業算出額 

平成 29 年度 令和元年度 市町村別農業

算出額 
388 億円 

367 億円 444 億円 
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目標 4 安心・安全な食の確保と食に関する環境づくりを推進します 

総合評価 

基本 

施策 

自己評価 委員評価 
評価 

総合 

評価 A B C D A B C D 

1 4 1 0 2 4 6 0 1 B 
B 

2 － － － － － － － － － 

 

基本施策ごとの評価 

基本施策（1） 

安心・安全な農産物の提供と食品の安全性に関する理解の促進 

評価 

B 

 

 目指す方向  

〇安全・安心な農産物を消費者に提供できるよう、農薬の適正使用の普及・啓発と農業者の

GAP（農業生産工程管理）※の取組や有機農業の取組を推進します。 

〇生産者や食品関連事業者が行う食品の安全性や信頼性確保に向けた取組である食品安全

情報や産地情報等が、消費者に正しく伝わる取組を促進します。 

〇消費者が食品の安全性等に関する基礎的な知識（科学的知見に基づく情報、食中毒予防方

法、食品表示の知識等）を習得できるよう努めます。 

※GAP（農業生産工程管理）…農業において、食品安全、環境保全、労働安全等の持続可能

性を確保するための生産工程管理の取組のこと。 

 

＜定性評価＞ 

・市民に安心してもらえるよう家庭菜園等の農産物や給食食材の放射能測定を実施した。 

・環境保全に効果の高い営農活動を行った団体への支援は、コロナ下でも書面説明を行い、

実施面積も増加傾向を維持できた。 
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＜定量評価＞ 

項目 
基準 

（計画策定時） 
現状 データ元 

目標 

（令和 6 年度） 

（再掲） 

環境保全型農業 

平成 30 年度 令和 2 年度 
環境保全型農

業直接支払い

交付金事務実

績 

1,250.0ha 

1,152.6ha 1,154.1ha 

 

 

基本施策（2） 

市民等と一体となった食育・地産地消推進活動の展開 

評価 

評価なし 

 

 目指す方向  

〇市民をはじめ、健康・福祉・教育関係者、農林漁業者、食品関連事業者等と行政機関がそ

れぞれの役割を生かしつつ、一体となって食育・地産地消の推進が図れる体制の構築を目

指します。 

 

※実施事業なし 
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食育月間の制定について 

令和 3(2021)年 4 月 1 日に施行された那須塩原市食育推進条例第 15 条に基づき、食育の

推進に関する活動を推進するため、本市独自の「食育月間」を制定しました。 

 

1 趣旨 

市や関係団体等が、地域の特性を生かしつつ、相互に密接な連携協力を図りながら食育

の普及に重点的かつ効果的に取組むことにより、食育及び地産地消についての市民の理解

促進を図る。 

2 期間 

市民が地場食材に対する親しみや感謝の気持ちをより持つことができるよう、地場農産

物が豊富に収穫される 10 月（10 月 1 日から 10 月 31 日まで）とする。 

3 実施機関 

那須塩原市及び食育月間の趣旨に賛同する団体等 

4 実施内容 

（1）市広報誌、市ホームページ、みるメール等を活用した周知、啓発 

（2）庁内関係課事業をまとめての PR の実施 

※保育園関連事業、小中義務教育学校関連事業、公民館関連事業等 

（3）地産地消に関するイベント等の開催（来年度以降） 

5 参考 国及び県の食育推進月間 

国：6 月 

県：10 月 
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資料 1 那須塩原市食育推進条例 

令和 3 年 3 月 1 日条例第 2 号 

那須塩原市食育推進条例 

 

「食」は、命の源であり、健全な心身を培い、豊かな人間性を育む基礎となるものである。

食育基本法では、「食育」は生きる上での基本であり、知育、徳育及び体育の基礎となるべ

きものと位置づけ、人が生涯にわたって健全な心身を培うための食習慣づくりが極めて大切

であるとしている。 

しかし、近年栄養の偏りや不規則な食事等に起因する生活習慣病の増加、食の安全に対す

る不安の高まり、食料の海外への依存、食料の生産、流通、消費及び廃棄の変化に伴う地域

内経済環境の悪化と自然環境への影響、地域の食文化の衰退など様々な問題が生じている。 

このような食をめぐる環境の変化の中で、私たち市民一人一人が様々な体験を通じて食に関

する知識と食を選択する力を身につけ、健全な食生活が実践できるよう、食育を推進してい

くことが重要である。 

ここに本市は、食に関する基本理念を明らかにし、市民、行政、教育関係者等、食品関連

事業者等、生産者等の協働により食育に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、こ

の条例を制定する。 

 

（目的） 

第 1 条 この条例は、食育に関する基本理念を定め、市の責務及び地域社会との協働の在り

方等を明らかにするとともに、食育の推進に関する施策の基本的事項を定め、総合的かつ計

画的に推進することにより、市民の健全な心身を培い、豊かな人間性を育み、もって生涯健

康で文化的な生活の実現に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 食育 様々な経験を通じて食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活

を実践することができる人を育てることをいう。 

(2) 教育関係者等 教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及び保健（以下「教育
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等」という。）に関する職務に従事する者並びに教育等に関する関係機関及び関係団体をい

う。 

(3) 食品関連事業者等 食品の製造、加工、流通、販売又は食事の提供を行う事業者及び

その組織する団体をいう。 

(4) 生産者 農業、畜産業又は水産業（以下「農業等」という。）を営む者その他の農産物

等の生産に係る者をいう。 

(5) 地産地消 地域で生産された農産物等をその地域で消費することをいう。 

 

（基本理念） 

第 3 条 食育は、食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって健全な食生活を実践する

ことにより、市民の健康の増進と豊かな人間形成に資することを旨として行われるものとす

る。 

2 食育は、食生活は自然の恩恵及び食に係る人々の様々な活動に支えられていることにつ

いて、市民の感謝の思いや理解が深まるよう配慮して推進されるものとする。 

3 食育は、食品の安全性をはじめとする食に関する幅広い情報の提供及び交換により、市

民の食に関する知識と理解が深まり、健全な食生活が実践できるよう、国、県その他の関係

機関と連携して推進されるものとする。 

4 食育は、地域において伝えられる優れた食文化及び旬や地域の特性を生かした豊かな食

生活を尊重し、これらが次の世代に継承されるよう配慮して推進されるものとする。 

5 食育は、食料の生産者と消費者との交流を図ることにより、地域の農産物等への市民の

理解が深められ、食料を生産し、消費する地産地消の活性化に資するよう推進されるものと

する。 

6 食育は、自然を大切にする心が育まれるよう行われるとともに、食料の生産から消費に

至る過程における環境への影響について、市民の意識を深め、環境に配慮した食生活を営む

ことにより、環境の保全に寄与するよう推進されるものとする。 

7 食育は、家庭、地域その他の社会のあらゆる分野において食に関する様々な体験活動を

行うとともに、自ら食に関する活動を実践することにより、食に関する理解を深めることを

旨として推進されるものとする。 

8 食育は、父母その他の保護者にあっては、家庭が食育において重要な役割を有している

ことを認識するとともに、子どもの教育等を行う者にあっては、教育等における食育の重要
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性を十分自覚し、積極的に子どもの食育の推進に関する活動に取り組むこととなるよう推進

されるものとする。 

 

（市の責務） 

第 4 条 市は、前条に規定する食育に関する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっ

とり、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、実施するものとする。 

2 市は、食育の推進に当たっては、地域の特性を生かすとともに、国及び他の地方公共団

体と連携し、広域的な推進に努めるものとする。 

3 市は、市民、教育関係者等、食品関連事業者等及び生産者との協働により、食育の推進

に取り組むよう努めるものとする。 

 

（市民の役割） 

第 5 条 市民は、基本理念にのっとり、食に関し、知識と理解を深め、適切な判断力を養う

よう努めるものとする。 

2 市民は、家庭、地域その他の社会のあらゆる分野において、健全な食生活の実現に自ら

努めるとともに、市が実施する食育の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

3 父母その他の保護者は、食生活の中で子どもたちが健全な心身を培い、豊かな人間性を

育むことができるように、必要な教育を行うよう努めるものとする。 

 

（教育関係者等の役割） 

第 6 条 教育関係者等は、基本理念にのっとり、教育等に関する分野において、積極的に食

育の推進に努めるとともに、他の者が行う食育の推進に関する活動に協力するよう努めるも

のとする。 

2 食物、栄養等に係る教育関係者等は、前項に規定する食育の推進に当たっては、専門的

知識を生かし、主導的な役割を果たすよう努めるものとする。 

3 教育関係者等は、食育についてより深く探求し、広く地域の食育の普及と実践に主導的

な役割を果たすよう努めるものとする。 

 

（食品関連事業者等の役割） 

第 7 条 食品関連事業者等は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、自主的かつ積極
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的に食育の推進に努めるとともに、市が実施する食育の推進に関する施策に協力するよう努

めるものとする。 

2 食品関連事業者等は、安全性の高い食品の提供に努めるとともに、市民への食に関する

幅広い情報提供を行うよう努めるものとする。 

3 食品関連事業者等は、循環型社会の実現が図られるよう食品廃棄物の発生の抑制、再生

利用その他の環境に配慮した食育の普及に努めるものとする。 

 

（生産者の役割） 

第 8 条 生産者は、基本理念にのっとり、農業等に関する様々な体験の機会の提供及び消費

者との積極的な交流を図ることにより、自然の恵み及び農業等の重要性について市民の関心

及び理解が深まるよう努めるとともに、教育関係者等及び食品関連事業者等と連携し、食育

の推進に関する活動を行うよう努めるものとする。 

2 生産者は、安全性が確保され、安心して消費できる食料の生産及び提供に努めるものと

する。 

 

（食育推進計画） 

第 9 条 市は、食育基本法（平成 17 年法律第 63 号。以下「法」という。）第 18 条第 1 項

に規定する市町村食育推進計画（以下「推進計画」という。）を作成するものとする。 

2 推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 食育に関する基本方針 

(2) 食育の推進に関する目標 

(3) 食育の推進に関する施策 

(4) 前 3 号に掲げる事項のほか、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施する

ために必要な事項 

 

（心身の健康に関する施策の推進） 

第 10 条 市は、健全な食生活による心身の健康の維持及び増進を図るため、講座、情報提

供等の実施その他必要な施策を講ずるものとする。 

 

（豊かな心を育む施策の推進） 
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第 11 条 市は、子どもの豊かな心を育むため、食に関する体験活動の実施その他必要な施

策を講ずるものとする。 

 

（食品の安全性等が確保されるための施策の推進） 

第 12 条 市は、食品の安全性及び信頼性が確保されるとともに、市民が食に関する適切な

判断力を養うことができるよう、食品に関する知識及び理解を深めるための市民への情報提

供その他必要な施策を講ずるものとする。 

 

（地産地消の推進） 

第 13 条 市は、地域の食文化の継承及び農産物等の地産地消を推進するため、地域で生産

された優れた農産物等の学校給食等における利用その他必要な施策を講ずるものとする。 

 

（環境を未来に引き継ぐための取組の推進） 

第 14 条 市は、自然を大切にする心が育まれ、環境に配慮した循環型社会の実現が図られ

るよう、食品廃棄物の発生抑制等による環境に配慮した食生活の普及その他必要な施策を講

ずるものとする。 

 

（食育推進活動の展開） 

第 15 条 市は、市民、教育関係者等、食品関連事業者等、生産者その他食育に関する関係

者（以下「食育関係者」という。）が自発的に行う食育の推進に関する活動が、地域の特性

を生かしつつ、相互に密接な連携協力を図りながら展開されるようにするとともに、食育関

係者相互間の情報及び意見の交換が促進されるよう、重点的かつ効果的に食育の推進に関す

る活動を推進するための期間の指定その他必要な施策を講ずるものとする。 

 

（食育推進会議） 

第 16 条 法第 33 条第 1 項の規定により、那須塩原市食育推進会議（以下「推進会議」と

いう。）を置く。 

2 推進会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。 

(1) 推進計画の策定及び実施に関する事項 

(2) 前号に掲げるもののほか、食育の推進のために市長が必要と認める事項 
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3 推進会議は、委員 15 人以内をもって組織する。 

4 前 3 項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営について必要な事項は、規則で定

める。 

 

（年次報告） 

第 17 条 市は、毎年度、食育の推進に関する施策の実施状況について、報告書を作成し、

これを公表するものとする。 

 

（委任） 

第 18 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

 

附 則 

（施行期日） 

1 この条例は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 

 

（検討） 

2 市は、この条例の施行後 5 年を経過した場合において、この条例の施行の状況について

検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとす

る。 

 

（那須塩原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

3 那須塩原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成 17 年

那須塩原市条例第 44 号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 
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資料 2 令和 2年度食育・地産地消関連事業一覧 

基本目標１ 自然や食に感謝する心を醸成します 

１ 家庭、保育園、学校等における食を通じた子どもの健全育成 

№ 
担当課 

（担当施設） 
事業名（取組名） 事業の目的・趣旨 事業内容 新規／継続 

1 農務畜産課 学校農園開設支援事

業 

農作物への有り難みや生産者へ

の感謝の気持ちを育て、健全な

食生活習慣の習得による健全な

肉体や精神を醸成し、将来にわ

たり、食べ物を粗末にしない意

識を醸成する。 

市内小中学校及び義務教育学校

の学校農園を活用し、農作物を

自ら育て、食べるという一連の

流れを体感させる。 

継続 

2 農務畜産課 生産者による学校給

食訪問 

生産者が学校給食への地元産野

菜の供給実態を理解し、生産者

と児童との交流による地産地消

や食育、地域農業への理解促進

を図る。 

生産者が学校給食の時間に訪問

し児童と交流を行う。 

継続 

3 健康増進課 乳幼児健康診査 

（4 か月、10 か月、

1 歳 6 か月、2 歳、3

歳） 

乳幼児と保護者の健康的な食生

活の実践 

・管理栄養士と保健師による離

乳食、幼児食、おやつに関する個

別相談 

・食生活改善推進員による減塩

や食事バランスの普及のブース

設置（10 か月児健康診査のみ）

※新型コロナウイルス感染対策

のため中止 

継続 

4 健康増進課 育児相談 乳幼児と保護者の健康的な食生

活の実践 

管理栄養士による離乳食、幼児

食、おやつ等に関する個別相談 

継続 

5 健康増進課 母親学級 妊婦と家族の健康的な食生活の

実践 

管理栄養士によるバランスのと

れた食事についての集団指導 

※新型コロナウイルス感染対策

のため中止 

継続 

6 健康増進課 小児肥満予防事業 増え続ける小児肥満対策とし

て、家族が対象児の生活を見直

すきっかけづくりをし、適正な

体重を目指す。 

３歳児健康診査と育児相談にお

ける管理栄養士、保健師による

個別相談 

継続 

7 厚崎公民館 

（多目的研修セ

ンター） 

埼玉小・共英小家庭

教育支援新聞（公民

館発行） 

埼玉小家庭教育新聞 

（PTA 教養部発行） 

厚崎中家庭教育新聞 

（公民館発行） 

コロナ下において、外食が阻ま

れ、自分で調理する時間が増え

たため、PTA 教養部や公民館が

季節や地場産の野菜を活用した

調理方法を周知し、調理意欲増

進の機会を提供する。 

季節に沿った野菜を活用した料

理や親子で作るレシピを新聞で

紹介 

新規 
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№ 
担当課 

（担当施設） 
事業名（取組名） 事業の目的・趣旨 事業内容 新規／継続 

8 鍋掛公民館 少年教室 

「わくわくチャレン

ジ塾」 

鍋掛小学校児童を対象に、料理・

交流・自然体験・創作活動等を通

し、子どもたちの自主性を育む

とともに学年を越えた交流や親

子の触れ合いを図る。 

調理実習、食に関する講話（全 9

回のうち 3 回）※新型コロナウ

イルス感染対策のため中止 

継続 

9 狩野公民館 槻沢小学校家庭教育

学級 

親子でバランスの取れた食生活

の大切さを学び、米食の関心を

高める。（地産地消の推進） 

市農業公社より講師を招き、バ

ランスの取れた食生活（エプロ

ンシアター）の講話とおにぎり

作りの体験。（槻沢小第 4 学年の

親子活動）※新型コロナウイル

ス感染対策のため中止 

継続 

10 狩野公民館 少年教室「ひばりの

こ」 

市の農産物である牛乳を使っ

た、体に優しいおやつ作りや、お

やつのとりかた、栄養バランス

について学ぶ。 

市の農産物である牛乳でミルク

プリンを作る。また、牛乳の効能

や栄養バランスの話を聞く。 

※新型コロナウイルス感染対策

のため中止 

新規 

11 三島公民館 三島小学校家庭教育

学級 

【親子調理講座】 

親子で食の大切さを学びなが

ら、地産地消の推進 

講師によるデコ巻きずし作成動

画の視聴用ＱＲコードを周知す

る。 

継続 

12 教育総務課 試食会 親子給食会 学校給食を保護者に喫食しても

らうことで、児童生徒が普段ど

のような給食を食べているかを

知ってもらい、給食への理解を

深めてもらう。 

学年部会行事などを利用して親

子で給食を喫食する。 

継続 

13 教育総務課 学校給食共同調理場

見学受入 

普段食べている給食がどのよう

な形で作られているかを知るこ

とで、生産者、栄養士、調理員な

どへの感謝の心を育み、また、食

への関心を高めてもらう。 

社会科見学など学年に応じた指

導内容の下、調理場の見学を行

う。 

継続 

14 教育総務課 学校給食を活用した

食育の取組 

学校給食法には、学校給食は単

なる食事という意味にとどまら

ず、教育活動の一環あることが

示されている。社会性や食文化

等を学べるよう学校給食を活用

し、様々な食材や料理に触れる

機会を提供する。 

様々な国の料理や地場産物など

を献立に取り入れ、その献立が

児童生徒の食育の推進につなが

るようパンフレットや教材動画

などを作成し、併せて提供する。 

継続 

15 公立保育園 調理室見学 給食で使用される食材への興味

関心や調理してくれた人への感

謝の気持ちを持たせる。 

食材の展示・調理室の様子の見

学・調理師による講話 

継続 

16 公立保育園 年中行事に合わせた 

給食の提供 

年中行事に合わせた行事食の提

供を通じて、食と文化の結びつ

きに関心を持たせる。 

年中行事に合わせた行事食の提

供・行事食の由来の説明 

継続 
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№ 
担当課 

（担当施設） 
事業名（取組名） 事業の目的・趣旨 事業内容 新規／継続 

17 大貫保育園 給食メニューの写真

掲示 

年中行事に合わせた行事食の提

供を通じて、食と文化の結びつ

きに関心を持たせる。 

毎月の誕生会メニューや、行事

食を写真掲示 

継続 

18 黒磯学校給食共

同調理場 

正しく楽しい食生活

の普及啓発 

食に関する指導の充実 小中学校の９年間で、発達段階

に応じて身に付けたい知識や実

践力の育成を図るため、市内統

一した指導内容を基に担任等と

栄養教職員のT･Tによる食に関

する学習を特別活動や教科等で

実施。 

継続 

19 共英学校給食共

同調理場 

食育授業の実施 小中学校における食に関する指

導の実施 

受配校の小中学校（児童生徒）を

対象に、発達段階に応じた知識

や実践力の育成を図るため、担

任等と栄養教職員のＴ･Ｔによ

る食に関する学習を学級活動等

で実施する。 

継続 

20 西那須野学校給

食共同調理場 

小学校での食育授業

の実施 

児童に対し地産地消の授業の実

施 

地産地消の意義、実際等を学習

し、地元の食を見直す意識を向

上させる。 

継続 

21 黒磯小学校 野菜先生感謝会 感謝の会を開き、野菜の育て方

を教えてくださった、野菜先生

への感謝の気持ちを伝える。 

特別支援学級児童が、野菜の育

て方を教えてくださった、野菜

先生（保護者）を招いて、育てた

さつまいもを使って、ホットケ

ーキを作り、会食する。 

継続 

22 黒磯小学校 親子巻き寿司 特別支援児童と保護者が一緒に

巻き寿司を作ることで、食に関

する興味・関心を高める。 

特別支援学級児童と保護者が一

緒に巻き寿司を作って会食す

る。 

継続 

23 小・義務教育学

校 

食に関する指導  栄養教諭が指導を行うことで、

食に関する興味・関心を高める。 

発達段階に応じた食に関する授

業の実施 

継続 

24 東原小学校 地産地消を生かした

調理実習 

地元農産物を使った調理実習に

より、地産地消への理解を深め

る。 

５年家庭科で「ゆで野菜の調

理」、「ご飯と味噌汁の調理」や６

年家庭科で「いため野菜の調

理」、「１食分の調理」をする際、

地元農産物を利用し、地産地消

への理解を深める。 

継続 

25 東原小学校 わくわくフェスティ

バルにおける地元農

産物の販売 

地元農産物の紹介・販売による

消費拡大 

乳牛の乳搾り体験や牛乳の販

売、地元農産物の販売による地

産地消への理解と消費拡大。 

継続 

 

  



28 

№ 
担当課 

（担当施設） 
事業名（取組名） 事業の目的・趣旨 事業内容 新規／継続 

26 埼玉小学校 巻狩鍋作り 先人が行った「巻狩」や商工観光

課の方にお話を聞いた「巻狩ま

つり」について思いをはせ、作っ

た鍋を味わうことで、那須塩原

市の文化への関心を高める。 

３年生「総合的な学習の時間」に

保護者数名の協力のもと、児童

が巻狩鍋作りを実施。 

継続 

27 豊浦小学校 いもほりと調理実習 野菜の栽培を通して成長の様子

を観察する、地産地消の推進 

特別支援学級 継続 

28 共英小学校 毎日の校内放送（昼

食時） 

伝統的な食文化についての理解

を深める。食事のマナーや、食に

関わる歴史を理解し、尊重する

心をもつ。 

・献立を通して、食品の産地や

栄養的な特徴を放送で伝える。・

必要な栄養素を考え、献立が作

られていることを知らせる。 

継続 

29 共英小学校 だんご木作り 

（３年生） 

食生活が食に関わる人々の様々

な活動に支えられていることに

ついて理解を深める。 

地域の民生委員、市役所の方々

と一緒に、豊作を祈願する「だん

ご木」を制作した。 

継続 

30 鍋掛小学校 にっしん（特別支援

学級）体験活動 

生活科の単元学習、自立学習の

一環として取組んでいるため。 

さつまいもと野菜を作り、収穫

後、調理実習を行った。お月見の

季節に合わせて、団子を作った。 

継続 

31 波立小学校 ５年「感謝の会」 収穫したお米を調理し、米作り

でお世話になった地域の方への

感謝の気持ちを表す。 

収穫したお米を炊飯し、おにぎ

りを作り、米作りを教えてくだ

さった地域の方と収穫を祝う。 

継続 

32 高林小学校 健康に関する各種指

導 

各種健康診断の結果から、児童

と保護者に対して健康に留意し

た生活が送れるようにする。 

各種健康診断の結果から、肥満

傾向児など食生活の改善が必要

な児童の保護者に、個人懇談時

などに話をする。 

継続 

33 高林小学校 郷土料理の紹介 まんじゅうやすいとんなどの郷

土料理を知り、郷土愛を醸成す

る。 

総合的な学習の時間に、地域学

習として３年生が、地域の方と

一緒にまんじゅうとすいとんを

作る。 

継続 

34 三島小学校 食卓を囲む大切さを

理解させるための普

及啓発事業 

食をいかした健康づくりの推

進、正しく楽しい食生活の普及

啓発 

親子給食会の実施（１年） 継続 

35 三島小学校 子ども達の体験事業 自然や食に感謝する心の醸成、

農業体験の推進 

２年生の遠足で、ぽっぽ農園に

てさつまいも堀りを行う。 

継続 

36 三島小学校 子ども達の体験事業 自然や食に感謝する心の醸成、

農業体験の推進 

矢板市のりんご園にてりんご狩

りを行う。（２年） 

継続 

37 三島小学校 子ども達の体験事業 自然や食に感謝する心の醸成、

食づくり体験の推進 

千本松牧場にて、牛乳を使った

バター作りを行う。（１年） 

継続 

38 三島小学校 郷土の歴史伝承事業 優れた食文化の伝承 栄養教諭による、しもつかれの

紙芝居を行う。（４年） 

継続 
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№ 
担当課 

（担当施設） 
事業名（取組名） 事業の目的・趣旨 事業内容 新規／継続 

39 三島小学校 地産地消の情報提供 地産地消の推進 市の農務畜産課から那須塩原ブ

ランドの説明を受け、総合の発

表の資料作りに役立てる。（４

年） 

継続 

40 三島小学校 学校給食の地元野菜

の提供 

地産地消の推進、食に感謝し大

切にする心の醸成 

地元で採れた野菜を、学校給食

に提供している方の写真付きの

ポスターを掲示し、給食を感謝

して食べる心の育成を図る。 

継続 

41 三島小学校 子ども達の体験事業 食づくりの体験事業、食文化の

伝承 

クラブ活動（調理クラブ）で、地

域の方と一緒に、ねりきりやす

あま（和菓子）、地域のどんど焼

きで使う繭玉の団子作りなどを

行う。 

継続 

42 三島小学校 食に感謝する心の醸

成 

食に感謝し、大切にする心の醸

成 

年に２回「お弁当の日」を設定

し、家の人とお弁当の計画を立

てる。またお弁当作りの手伝い

や、作ってくれた家の人に感謝

の気持ちを持たせるよう指導す

る。 

継続 

43 槻沢小学校 食卓を囲む大切さを

理解させるための普

及啓発事業 

親子で給食をともにし、ふれあ

いの場をもつとともに、学校給

食と望ましい食習慣について理

解を深める。 

親子学習会の後、親子での給食

試食を行い交流を図る。（1 年生

の保護者対象） 

継続 

44 東小学校 2 年 野菜を育てよ

う 

野菜に関心をもつ。栽培活動の

楽しさを味わう。主体的に活動

する。 

野菜を一人一鉢、植木鉢で栽培

し、観察をする。 

継続 

45 東小学校 特別支援学級 野菜

を育てよう 

協力し合って働く喜びを味わわ

せる。 

学級農園で育てたい野菜を育て

たり、観察したりする。 

継続 

46 西小学校 カルビースナックス

クール 

「身近なおやつ」をテーマに、子

ども達自身が、「正しい食習慣」

と自分で選び、量や時間を守れ

る「自己管理能力」を培う。 

カルビー株式会社が主催する出

張授業を依頼し、４年生対象の

授業を実施してもらう。 

継続 

47 大山小学校 特別支援教育 野菜

の栽培 

協力し合って働く喜びを味わわ

せる。 

学級農園で育てたい野菜を育て

る。 

継続 

48 橫林小学校 全校給食 全校児童、職員で給食を食べる

ことで、食事マナーを身につけ

たり、学年を越えて交流したり、

担任外の先生とコミュニケーシ

ョンをはかったりして、楽しい

中にも決まりを守ることの大切

さを学ぶ。 

縦割り班の中に職員も入り、給

食を一緒に食べながら食事マナ

ーなどの指導をする。また、給食

時間中に給食主任から全体へ食

事マナーについての指導や食に

関するミニ情報を伝える。 

継続 
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№ 
担当課 

（担当施設） 
事業名（取組名） 事業の目的・趣旨 事業内容 新規／継続 

49 橫林小学校 ふれあい活動 地域の高齢者との交流を通し

て、世代の違う人々の思いや願

いに触れるとともに、共に生き

ていくためには自分に何ができ

るか考えて、実行しようという

態度を育てる。 

低、中学年は昔の遊びを教えて

もらいながら一緒に活動する。

高学年は炭酸まんじゅう作りを

一緒に行う。その後、一緒に給食

を食べる。 

継続 

50 橫林小学校 干し柿作り 全校児童、職員で干し柿作りを

体験し、渋柿の渋みが干し柿の

甘さへ変化する過程や作り方を

学ぶ。また、渋柿を提供してくだ

さったお宅へ感謝の気持ちを育

てる。 

ピーラーで皮をむき、ひもで縛

る作業を各自で行い、2週間ほど

天日干しにして、その後自宅へ

持ち帰る。 

継続 

51 橫林小学校 鏡餅作り 秋に収穫し自分たちの手で脱穀

したもち米を使用し、地域の方

の指導のもと鏡餅作りを体験す

る。また、その由来や伝統行事に

ついて学習する。 

長寿会の方に餅米をふかして餅

を作っていただき、鏡餅の作り

方を教えてもらいながら、1，2

年生が全校児童分を作る。 

継続 

52 橫林小学校 肥満指導 肥満傾向児への生活習慣につい

て個別指導を実施したり、定期

的に体重測定を実施したりし、

生活習慣の改善や肥満度が下が

る指導を行う。 

毎月 1 回、昼休みなどを利用し、

体重測定と生活習慣に関する指

導、今月の目標を決めさせる。ヘ

ルスチェックカードに記入し、

家庭に持ち帰らせ保護者からの

コメントをもらって学校に返却

してもらう。 

継続 

53 橫林小学校 地産地消 地元でとれた農産物を地元で消

費することで、身近な農家の方

へ感謝して食事をする気持ちを

育てる。 

毎月 1 回地産地消の日を設け、

地元でとれた農産物を給食でい

ただく。また、地産地消につい

て、学習する機会を設ける。 

継続 

54 黒磯中学校 収穫体験 栗拾い体験を通して、季節の食

べ物を知る。 

特別支援学級の生徒の体験学習 継続 

55 黒磯中学校 収穫体験 柿の収穫と干し柿作り 校内の柿の木から収穫し、干し

柿作りを行った。 

継続 

56 日新中学校 給食１口メモ 地産地消 給食時に、調理場が作成した「放

送一口メモ」を放送委員が読み

上げる。その日の給食に使われ

ている食材が、地元で採れたも

のであることを示したり、どの

ような栄養価であるかを説明し

たりする。 

継続 

57 日新中学校 地元の野菜 掲示物 地産地消 地元で採れた野菜について、生

産者の写真とともにポスターに

まとめてある。 

継続 
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№ 
担当課 

（担当施設） 
事業名（取組名） 事業の目的・趣旨 事業内容 新規／継続 

58 東那須野中学校 栄養バランスのとれ

た食生活の推進 

成長期である中学生向けの食事

について簡単にできるワンプレ

ートメニューの調理実習 

保護者対象の料理講習会の実施 継続 

59 高林中学校 そばフェスタ 地元特産のそばの推進、地域の

方々との関わり 

生徒全員でそば打ちをして、敬

老会の方々にふるまう。名人か

ら、そば打ちを教わる。 

継続 

№ 
担当課 

（担当施設） 
事業名（取組名） 事業の目的・趣旨 事業内容 新規／継続 

60 西那須野中学校 子どもたちに対する

食生活、健康に関す

る各種指導の実施 

肥満傾向生徒の生活習慣の改善 学校において肥満傾向生徒保護

者への個別的な相談指導を実施 

継続 

61 塩原小中学校 食生活チェック 児童生徒の食生活の実状把握・

指導 

定期的に朝食、生活について食

生活チェックカードを実施。 

継続 

 

２ 食に関する体験活動の促進 

№ 
担当課 

（担当施設） 
事業名（取組名） 事業の目的・趣旨 事業内容 新規／継続 

1 農務畜産課 市民農園の設置 市民農園を開設し運営すること

で、都市農村交流を深める（農地

所有者と農園利用者との交流） 

市内 14 か所に市民農園（ふれあ

い農園）を設置。 

継続 

2 三島公民館 市民大学連携講座 小さな子どもでも喜んで食べら

れるデコ巻きずしの調理動画を

配信し、日本の伝統料理の継承

と子どもの食育支援を図る。 

講師によるデコ巻きずし作成動

画を撮影し、YouTube にて配信

する 

新規 

3 公立保育園 自園の畑で野菜づく

り 

野菜の成長過程を観察し、触れ

る、収穫するなどの経験をとお

して、食材への興味や関心を広

げる。 

野菜の苗（種）植えから育て、収

穫までの成長過程を観察する。

放射能測定検査の結果セシウム

が基準値以下の場合は、給食で

提供を行う。 

継続 
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３ 優れた食文化の継承 

№ 
担当課 

（担当施設） 
事業名（取組名） 事業の目的・趣旨 事業内容 新規／継続 

1 農務畜産課 農村生活研究グルー

プ協議会の活動支援 

農業・農村における男女共同参

画及び食育・地産地消を推進し、

もって豊かでゆとりある農村型

ライフスタイルの実現を目指

す。 

農業・農村における男女共同参

画の推進、食育・地産地消の推進

に係る事業について補助金を交

付する。 

継続 

2 厚崎公民館 

（多目的研修セ

ンター） 

みそづくり講座 地元の農産物の食品加工を学

び、市民の交流を図る。 

地元の米と大豆で米麹、みそを

作る。※新型コロナウイルス感

染対策のため中止 

継続 

3 厚崎公民館 

（多目的研修セ

ンター） 

女性セミナーきらり

新聞 

コロナ下において、外食が阻ま

れ、自分で調理する時間が増え

たため、季節や地場産の野菜を

活用した調理方法を周知し、調

理意欲増進の機会を提供する。 

季節に沿った野菜を活用した料

理レシピを新聞で紹介 

新規 

4 狩野公民館 里の味教室 

「手づくりみそ」 

地元の食材を使った味噌づくり

を通して、地産地消を考え、郷土

愛を醸成する 

市内の農家から購入した米と大

豆を使って味噌づくりを行う。

味噌づくりに使う麹について

も、米に麹菌を混ぜて発酵させ

手づくりする。 

※新型コロナウイルス感染対策

のため中止 

継続 

5 狩野公民館 自主事業「手打ち生

パスタをつくってみ

よう」 

生パスタのつくり方を学びなが

ら、健康や生きがい、地域の人づ

くりを推進する。 

生パスタづくりを通して、食の

楽しさを学ぶ。親子で参加しや

すいように日曜日に開催。 

※新型コロナウイルス感染対策

のため中止 

新規 

6 狩野公民館 自主事業「和菓子づ

くり」 

和菓子づくりを体験を通して、

日本の伝統的な食文化を学ぶ。 

日本の伝統食である和菓子づく

りを体験する。 

※新型コロナウイルス感染対策

のため中止 

新規 

7 教育総務課 学校給食での郷土料

理の提供 

児童生徒に自分が住んでいる地

域の料理を提供することで、地

域のことを知り、また、その良さ

を理解し地域への愛着や感謝の

気持ちを育む。 

日本の郷土料理などを献立に取

り入れる。 

継続 

8 教育総務課 学校給食での行事食

の提供 

児童生徒に季節や行事にちなん

だ給食を提供することで、食文

化を大切にする気持ちを育む。 

季節の料理などを献立に取り入

れる。 

継続 
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４ 自然環境への負荷の低減 

№ 
担当課 

（担当施設） 
事業名（取組名） 事業の目的・趣旨 事業内容 新規／継続 

1 農務畜産課 環境保全型農業の推

進 

化学肥料・化学合成農薬を低減

する取組と合わせて行う地球温

暖化防止や生物多様性保全等に

効果の高い営農活動を実施する

ことで自然環境への負荷の低減

を図る。 

化学肥料・化学合成農薬を提言

する取組と合わせて行う地球温

暖化防止や生物多様性保全等に

効果の高い営農活動に取組む場

合に支援を行う。 

継続 

2 農務畜産課 資源循環型農業の推

進 

耕種農家と畜産農家のマッチン

グを図り、耕畜連携を実施する

ことで資源循環型農業を推進す

る。 

耕畜連携を実施する耕種農家に

ついて交付金を交付する。 

継続 

3 廃棄物対策課 生ごみ処理容器及び

機械式生ごみ処理機

設置費補助金交付事

業 

生ごみ処理容器及び機械式生ご

み処理機を購入し、設置した者

に対し補助金を交付することに

より、家庭から排出される生ご

みのたい肥化等を促進し、その

減量を図ることを目的とする。 

生ごみ処理機及び機械式生ごみ

処理機を設置したものに対し、

限度額の範囲において、それぞ

れ購入費の一部を補助する。 

継続 
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基本目標２ 食を通した健康づくりを推進します 

１ 栄養バランスのとれた食生活の推進 

№ 
担当課 

（担当施設） 
事業名（取組名） 事業の目的・趣旨 事業内容 新規／継続 

1 健康増進課 集団検診における食

生活改善推進活動 

食塩摂取や食事バランスに関す

る正しい知識、普及の啓発と住

民の食生活の振り返り。 

・集団検診会場においてブース

を設置、食生活改善推進員によ

る普及・啓発 

※新型コロナウイルス感染対策

のため中止 

継続 

2 健康増進課 10か月健診時におけ

る食生活改善推進活

動 

食塩摂取や食事バランスに関す

る正しい知識、普及の啓発と住

民の食生活の振り返り。 

・１０か月児健診会場で、汁物

の塩分測定、食生活改善推進員

による普及・啓発 

※新型コロナウイルス感染対策

のため中止 

継続 

3 健康増進課 健康セミナー 

（従来のメタボセミ

ナー） 

生活習慣病の発症予防・重症化

予防のために働く世代と関われ

る機関と連携し、若い世代から

の健康的な生活習慣の定着を促

す。 

・商工会と連携し、食事バラン

スや減塩等に関する普及・啓発 

※新型コロナウイルス感染対策

のため中止 

継続 

4 健康増進課 若い世代の健康教育 栄養や運動などの望ましい生活

習慣について学び、自分自身の

健康問題を振り返り、生活習慣

の改善を働きかけることによっ

て若い世代からの健康に対する

普及啓発を図る。 

・２０～３０代対象の午後の集

団検診時、栄養や運動に関する

普及・啓発 

※新型コロナウイルス感染対策

のため中止 

継続 

5 健康増進課 食生活改善推進員育

成事業 

地域における食を通じた健康づ

くりの担い手の育成、活動支援 

※新型コロナウイルス感染対策

のため集会を中止、研修会は書

面にて実施 

継続 

6 健康増進課 食生活改善推進員自

主活動支援 

健康いきいき 21 プランに基づ

いた市の健康づくりを推進する

食生活改善推進員の活動支援 

※新型コロナウイルス感染対策

のため、食生活改善推進員の活

動見合わせ 

継続 

7 大山公民館 おおやま体験塾 

「パンづくり」 

パンをつくる工程を知り、つく

る楽しみと自分でつくったもの

を食するうれしさを知る。 

講師の指導で、生地を練り発酵

をさせ動物の形のパンをつく

る。 

※新型コロナウイルス感染対策

のため中止 

継続 

8 大山公民館 大山小家庭教育支援

事業「親子でお菓子

づくり」 

親子で一緒に調理をする楽しみ

を学ぶ。 

・講師の指導により、保護者が

フオローしながら子どもと一緒

にカップケーキをづくりをし

た。 

・カップケーキの試食と持ち帰

り 

※新型コロナウイルス感染対策

のため中止 

継続 
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２ 生活習慣病の発症予防の推進 

№ 
担当課 

（担当施設） 
事業名（取組名） 事業の目的・趣旨 事業内容 新規／継続 

1 健康増進課 健康相談会 生活習慣病発症予防及び重症化

予防 

保健師、管理栄養士等による健

康相談。 

※新型コロナウイルス感染対策

のため、開催回数を月 1 回に減

らして実施。10 月以降集団検診

が開始後、回数を増やし実施。 

継続 

2 健康増進課 食生活相談 生活習慣病発症予防及び重症化

予防 

希望者及び医療機関からの依頼

のあった者に対する、管理栄養

士による病態別の食生活相談 

継続 

3 健康増進課 30 歳・35 歳節目健診

結果相談会 

生活習慣病発症予防及び重症化

予防 

30 歳 35 歳節目検診受診者に対

する保健師・管理栄養士による

個別相談 

※新型コロナウイルス感染対策

のため、集団検診が開始される

10 月から実施。 

継続 

4 健康増進課 ［H30 新規］30・35

歳節目健診受診者に

対する食習慣調査 

生活習慣病発症予防及び重症化

予防のための食生活の振り返

り。 

健診受診時に 30 歳 35 歳節目健

診受診者が食習慣質問票（ＢＤ

ＨＱ）に記入し、食生活の課題を

分析・評価した結果を返却 

※新型コロナウイルス感染対策

のため、10 月以降に実施。 

継続 

5 保育課・ 

公立保育園 

食育だより等の発行 保護者との情報共有を図り、家

庭での食育を推進する。 

食育だよりや給食だよりを発

行、配付する。 

継続 

6 保育課・ 

公立保育園 

体格の評価 肥満及びやせを評価し、改善へ

とつなぐ。 

保護者との情報共有を図り、家

庭での食育を推進する。 

・年 2 回、各園の園児の体格を

評価 

・肥満、やせとなった園児につ

いて、給食見学や担当保育士と

の意見交換等の実施、保護者へ

のアプローチ 

継続 

7 大山公民館 悠々大学「野菜の健

康講話」 

野菜を摂取することの大切さを

理解し、 

生活習慣病の予防改善を図る。 

・地元の企業（カゴメ）の講師に

よる野菜と乳酸菌が与える良い

体づくりのための講話 

・野菜ジュースの試飲 

※新型コロナウイルス感染対策

のため中止 

継続 
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1・2 共通 

№ 
担当課 

（担当施設） 
事業名（取組名） 事業の目的・趣旨 事業内容 新規／継続 

1 健康増進課 乳幼児健康診査 

（4 か月、10 か月、

1 歳 6 か月、2 歳、3

歳） 

乳幼児と保護者の健康的な食生

活の実践 

・管理栄養士と保健師による離

乳食、幼児食、おやつに関する個

別相談 

・食生活改善推進員による減塩

や食事バランスの普及のブース

設置（10 か月児健康診査のみ）

※新型コロナウイルス感染対策

のため中止 

継続 

2 健康増進課 育児相談 乳幼児と保護者の健康的な食生

活の実践 

管理栄養士による離乳食、幼児

食、おやつ等に関する個別相談 

継続 

3 健康増進課 母親学級 妊婦と家族の健康的な食生活の

実践 

管理栄養士によるバランスのと

れた食事についての集団指導 

※新型コロナウイルス感染対策

のため中止 

継続 

4 健康増進課 小児肥満予防事業 増え続ける小児肥満対策とし

て、家族が対象児の生活を見直

すきっかけづくりをし、適正な

体重を目指す。 

３歳児健康診査と育児相談にお

ける保健師、管理栄養士による

個別相談 

継続 

 

基本目標３ 自慢の農産物を生かした地産地消を推進します 

１ 市産農産物の生産振興と消費の拡大 

№ 
担当課 

（担当施設） 
事業名（取組名） 事業の目的・趣旨 事業内容 新規／継続 

1 農務畜産課 認定農業者の確保 各地域でのリーダー的な役割を

果たす認定農業者を確保・育成

することで地域農業の活性化を

目指す。 

認定農業者を目指す農業者へ農

業関係機関と連携し認定農業者

になるためのきめ細やかな支

援・助言を行う。 

継続 

2 農務畜産課 農地集積化 地域内の分散した農地利用を整

理し、担い手ごとに集約化する

ことで、担い手の農業経営基盤

の強化を図る。 

農地中間管理機構を経由して農

地の貸し借りが成立した場合に

農地の貸し手に対し交付金を交

付する。 

継続 

3 農務畜産課 農業次世代人材投資

資金制度の活用 

就農直後の収入が不安定な時期

の経済的支援を行うことで、担

い手の育成・確保を図る。 

次世代を担う農業者になること

を志向する 49 歳以下の者に対

し、就農準備段階や経営開始時

の経緯確立する資金を交付し、

就農直後の収入が不安定な時期

の経済的支援を行う。 

継続 
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№ 
担当課 

（担当施設） 
事業名（取組名） 事業の目的・趣旨 事業内容 新規／継続 

4 農務畜産課 強い農業・担い手づ

くり総合支援交付金

事業への取組支援 

産地・担い手の発展の状況に応

じて、必要な農業用機械・施設の

導入を農業経営体の規模に応じ

て支援を行うことで、産地の収

益力強化と担い手の経営発展を

推進する。 

産地・担い手の発展の状況に応

じて、必要な農業用機械・施設の

導入を農業経営体の規模に応じ

て支援する。 

継続 

5 農務畜産課 農産物直売所の再整

備 

中小規模農業者の販売拠点とな

る直売所の整備支援を行うこと

で、農作物の更なる流通・販売量

の増加及び農業所得の向上を図

る。 

市が所有する 2 つの農産物直売

所（青木ふるさと物産センター

及びアグリパル塩原）を食育、地

産地消、６次産業化の拠点施設

として再整備する。 

新規 

6 商工観光課 ONSEN・ガストロノ

ミーウォーキング 

その土地ならではの食や自然、

歴史、文化そして温泉を、歩いて

楽しむ ONSEN・ガストロノミ

ーウォーキングを実施し、本市

の魅力を発信することで、新た

な観光客の獲得を目指す。 

地元産食材を用いて ONSEN・

ガストロノミーウォーキングを

実施する。 

新規 

7 教育総務課 学校給食への市産農

産物の利用拡大 

生産者の顔が見え、新鮮で安全

安心な旬の食材を味わうこと

で、自分たちが住んでいる地域

の身近な食材に愛着を持ち、地

域の自然や産業への理解を深

め、食に関する感謝の念を育む。 

学校給食における市産農産物の

使用割合向上のため、ＪＡから

の情報を基に、できる限り多く

の種類の地場産物を献立に取り

入れる。 

また、塩原単独調理校において

は地元直売所からの食材が安定

的に供給できるよう調整し積極

的に使用する。 

継続 

 

２ 市産農産物のブランド力の向上 

№ 
担当課 

（担当施設） 
事業名（取組名） 事業の目的・趣旨 事業内容 新規／継続 

1 農務畜産課 那須塩原ブランド認

定品の普及・拡大 

市産農産物の魅力を市内外に発

信し、消費者の認知度を高める

ことでブランド力を強化し、消

費拡大を図る。 

市産農産物の魅力を市内外に発

信し、消費者の認知度を高める

ため、各種イベントに出店する。 

継続 

2 農務畜産課 那須塩原ブランド認

定品 PR 事業 

市産農産物の魅力を市内外に発

信し、消費者の認知度を高める

ことでブランド力を強化し、消

費拡大を図る。 

市産農産物の魅力を市内外に発

信し、消費者の認知度を高める

ため、各種イベントに出店する。 

新規 
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３ 牛乳等の生産振興と普及拡大 

№ 
担当課 

（担当施設） 
事業名（取組名） 事業の目的・趣旨 事業内容 新規／継続 

1 農務畜産課 優良雌牛の導入支援 生産能力の高い優良雌牛の導入

を進めることで牛乳の生産振興

を図る。 

生産能力の高い優良雌牛を導入

する場合、その導入費用の一部

を助成する。 

継続 

2 農務畜産課 家畜自衛防疫（予防

接種助成）の強化 

家畜自衛防疫体制を強化し、安

定した牛乳の生産供給を行う。 

家畜自衛防疫体制の強化を図る

ため、伝染性疾病対策費（予防接

種）の一部を助成する。 

継続 

3 農務畜産課 市ブランドキャラク

ター「みるひぃ」の利

用促進 

みるひぃを活用し、生乳生産本

州一の牛乳や酪農について、積

極的に情報発信を行う。 

広報やホームページ、イベント

等でみるひぃを活用し、情報発

信を行う。 

継続 

4 農務畜産課 牛乳の日（9 月 2 日）

の普及促進 

９（ぎゅう）と２（にゅう）の語

呂合わせで、「那須塩原市牛乳の

日」とし、イベントを開催する。 

牛乳の日（9 月 2 日）に当たり、

牛乳や乳製品の消費拡大や普及

啓発を図る。 

継続 

5 農務畜産課 飲食店やホテル、旅

館等へ提供する創作

料理の研究 

牛乳を使用した創作料理を飲食

店等に提供することで牛乳の消

費拡大を図る。 

酪農家に伝わる郷土料理を基本

とした創作料理の研究に努め

る。 

家庭で楽しめるチーズフォンデ

ュ等のチーズを使用した料理

（レシピ）の開発や普及促進を

図る。 

新規 

6 農務畜産課 オリジナル乳製品の

研究開発 

豊富な生乳の資源と乳業基盤を

活用し、新たなモノづくりを行

うことで牛乳の消費拡大を図

る。 

栃木県立那須拓陽高等学校等と

共同し、地域資源を生かしたオ

リジナル乳製品の研究開発を行

う。 

いちご・ぶどう由来の乳酸菌を

使用したオリジナル乳製品の開

発。 

継続 

 

基本目標４ 安全・安心な食の確保と食に関する環境づくりを推進します 

１ 安全・安心な農作物の提供と食品の安全性に関する理解の促進 

№ 
担当課 

（担当施設） 
事業名（取組名） 事業の目的・趣旨 事業内容 新規／継続 

1 農務畜産課 「（仮称）食育・地産

地消推進会議」の設

置 

「食育・地産地消計画」の進捗管

理及び着実な推進 

左記計画の推進のため、学識経

験者や健康・福祉・教育関係者、

農林漁業者等で構成する「（仮

称）食育・地産地消推進会議」を

設置する 

新規 
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№ 
担当課 

（担当施設） 
事業名（取組名） 事業の目的・趣旨 事業内容 新規／継続 

2 農務畜産課 環境保全型農業直接

支払交付金事業 

化学肥料・化学合成農薬の低減

など自然環境の保全に資する農

業者の営農活動を支援する。 

化学肥料・化学合成肥料の栃木

県の慣行基準の 5 割低減ととも

に、環境保全に効果の高い営農

活動を行った団体に対し支援を

行う。 

継続 

3 生活課 消費者講座 市と市消費生活推進連絡会の共

催で、一般消費者向けの講座を

実施することで、消費生活の安

全・向上を図る。 

消費生活に関する様々なテーマ

により講座を実施する。 

※食に関するテーマに限定する

ものではありません。 

継続 

4 生活課 食品の放射性物質簡

易検査 

家庭菜園などで収穫した野菜・

果物や購入した食品の放射性物

質簡易検査を無料で実施するこ

とにより、市民の不安解消を図

り、消費生活の安定と向上に寄

与する。 

本庁に放射能測定器を 2 台設置

し、市民などから検査申込みの

あった食品の放射性物質を無料

で測定する。 

継続 

5 保育課・公立保

育園 

給食食材放射能測定 安心、安全な給食を提供するた

めに、市内保育施設等の給食食

材の放射能測定を実施する。 

毎週 1 回、給食食材の一部の放

射能測定を実施する。 

継続 

6 保育課・公立保

育園 

保育園給食衛生管理

研修会 

安心・安全な給食を提供する。 保育園給食関係者に対し、食品

衛生や食中毒予防に関する給食

衛生研修会を行う。 

継続 

7 公立保育園 アレルギー食の提供 安心・安全なアレルギー食の提

供 

毎月献立を通して、保護者・担

任・調理員・園長等でのアレルギ

ーチェックを表を使って行う。

保護者と園とで共通理解を図

る。 

継続 
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